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議案第７１号 

 

   平成２９年度尼崎市一般会計補正予算（第２号） 

 

平成２９年度尼崎市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２４，０００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０２，３２５，２

２０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（市債の補正） 

第３条 市債の追加及び変更は、「第３表市債補正」による。 

 

平成２９年９月１２日提出 

 

尼崎市長 稲  村  和  美 

 

議71



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

65繰 越 金 1 158,800 158,801

05繰 越 金 1 158,800 158,801

70諸 収 入 6,918,593 130,000 7,048,593

25収益事業収入 300,000 120,000 420,000

30雑 入 5,131,177 10,000 5,141,177

75市 債 20,725,300 35,200 20,760,500

05市 債 20,725,300 35,200 20,760,500

202,001,220 324,000 202,325,220

　歳　　　出

10総 務 費 14,822,163 257,000 15,079,163

05総 務 管 理 費 12,298,538 257,000 12,555,538

20衛 生 費 13,943,903 10,000 13,953,903

20環 境 保 全 費 362,174 10,000 372,174

35商 工 費 1,711,258 17,000 1,728,258

05商 工 費 1,711,258 17,000 1,728,258

40土 木 費 20,659,878 40,000 20,699,878

20河 川 水 路 費 838,788 30,000 868,788

40住 宅 費 5,233,877 10,000 5,243,877

202,001,220 324,000 202,325,220

　

補正額

（単位　千円）

計

補正額 計

款 項

歳  入  合　計

　

補正前の額

款 項 補正前の額

歳  出  合　計

議71-2



第２表　　債務負担行為補正
（単位　千円）

　変　　　更

第３表　　市債補正
（単位　千円）

　追　　　加

　変　　　更

普通貸借又は
証券発行

平成30年度

期　間

279,000

限度額

平成30年度

期　間

償還の方法

小学校各種施設整備事業

事　項
補正後補正前

253,000

限度額

補　　正　　後

限度額

防 災 対 策 事 業 費 限 度 額 28,800 限 度 額 51,300

産 業 経 済 施 設
整 備 事 業 費

起債の目的

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

　借入れの日から据
置期間を含め30年以
内に半年賦元金均等
その他の方法により
償還する。
　ただし、財政の都
合により、繰上げ償
還を行い、償還年限
を短縮し、又は利率
を高めないで借換え
をすることができる
ものとし、借入れ先
の融通条件があると
きは、これに従うこ
とができる。

起　債　の　目　的 補　　正　　前

12,700

利　率起債の方法

議71-3





一 般 会 計

予 算 説 明 書

（ 補 正 ２ 号 ）

議71-5



議71-6



議71-7



議71-8



議71-9



議71-10



議71-11



議71-12



議71-13



議71-14



２　債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額及び平成29年度以降の支出予定額等に関する調書
　　

（単位　千円）

　変　更

事　　項 限　度　額
市　債 その他期　　間 金　　額 期　　間

一般財源
摘　要

平成28年度末までの
支 出 額

平 成 29年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　定　　財　　源

金　　額 国県支出金

小学校各種施設整備事業 補正前の額

253,000 平成30年度まで 253,000 65,411 32,689

補 正 額

26,000 平成30年度まで 6,500

補正後の額

26,000

279,000 平成30年度まで 279,000 65,411 39,189174,400

19,500

154,900

議71-15
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   (単位　千円)

平 成 29年 度 中 平 成 29年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
 普　  通  　債 149,360,296 147,904,834 13,435,500 15,844,715 145,495,619
土 木 50,277,338 49,151,823 2,650,100 6,461,260 45,340,663
教 育 48,361,299 49,987,644 5,132,700 4,333,098 50,787,246
市 営 住 宅 16,941,486 15,707,986 2,148,600 1,934,482 15,922,104
住 宅 資 金 貸 付 24,302 18,561 - 11,324 7,237
総 務 424,303 1,538,564 1,589,900 26,375 3,102,089
民 生 6,619,205 6,449,244 1,164,400 615,587 6,998,057
衛 生 19,142,667 18,043,131 551,900 1,542,230 17,052,801
労 働 1,000 600 - 400 200
商 工 150,945 124,119 27,100 38,737 112,482
消 防 2,299,063 2,186,385 170,800 458,500 1,898,685
企業会計等出資金 5,118,688 4,696,777 - 422,722 4,274,055

 災 害 復 旧 債 15,033 14,581 - 1,669 12,912
土 木 13,200 13,200 - 1,212 11,988
その他公共施設等 1,833 1,381 - 457 924

 そ    の    他 99,294,125 101,023,465 9,689,000 8,013,532 102,698,933
減 税 補 て ん 債 3,344,866 2,776,582 - 575,235 2,201,347
臨時税収補てん債 440,772 222,579 - 222,579 -
臨 時 財 政 対 策 債 79,287,252 83,340,624 9,689,000 5,673,824 87,355,800
退 職 手 当 債 12,260,150 11,109,125 - 1,155,364 9,953,761
減 収 補 て ん 債 3,961,085 3,574,555 - 386,530 3,188,025

 合            計 248,669,454 248,942,880 23,124,500 23,859,916 248,207,464

市債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　　　分 平成27年度末現在高
平 成 28年 度 末
現 在 高 見 込 額

平 成 29 年 度 中 増 減 見 込 み
平 成 29年 度 末
現 在 高 見 込 額

議71-16



 

 

議案第７２号 

平成２９年度尼崎市水道事業会計補正予算（第１号） 

（総 則） 

第１条 平成２９年度尼崎市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 平成２９年度尼崎市水道事業会計予算第３条の収益的収入及び

支出の予定額のうち支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

支          出 

第１款 水道事業費用 9,087,591千円 8,731千円 9,096,322千円 

 第１項 営業費用 8,715,578千円 9,417千円 8,724,995千円 

 第２項 営業外費用 357,626千円 △ 686千円 356,940千円 

  

平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

 

議 72 



（単位  千円）

既決予定額 補正予定額 計

1水道事業費用 9,087,591 8,731 9,096,322 

1営 業 費 用 8,715,578 9,417 8,724,995 

7業 務 費 687,513 3,482 690,995 
公営企業部局の組織統合に
係る物件費の増に伴う補正

8総 係 費 772,114 5,935 778,049 
公営企業部局の組織統合に
係る物件費の増に伴う補正

2営業外 費用 357,626 △ 686 356,940 

3
消費税 及び
地方消 費税

86,872 △ 686 86,186 
消費税及び地方消費税の減
に伴う補正

平成２９年度尼崎市水道事業会計補正予算実施計画

項 目

収 益 的 収 入 及 び 支 出

款 備 考

支            出

議 72-2議 72-2



 

 条 例 





議73 

議案第７３号 

尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当 

に関する条例の一部を改正する条例について 

尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当に関する

条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当 

に関する条例の一部を改正する条例 

（尼崎市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第１条 尼崎市職員退職手当支給条例（昭和２４年尼崎市条例第３７

号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項中「市長が」の次に「別に」を加え、同項ただし書中

「減じた」を「減じて得た」に改め、同条第１０項中「に掲げる」を

「のいずれかに該当する」に改め、第３号を第４号とし、第２号を第

３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  その者が次のいずれかに該当する場合 

 ア 特定退職者で、雇用保険法第２４条の２第１項各号に掲げる

者に相当する者として市長が別に定める者のいずれかに該当し、

かつ、市長が指導基準（同項に規定する指導基準をいう。イに

おいて同じ。）に照らして再就職を促進するために必要な職業

指導（職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第４項

に規定する職業指導をいう。イにおいて同じ。）を行うことが

適当であると認めるもの 

  イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める

理由により就職が困難な者で、同法第２４条の２第１項第２号

に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該当し、

かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業指導を行うことが適当であると認めるもの 

第８条第１１項第５号中「公共職業安定所の」を「公共職業安定所、



議73-2 

職業安定法第４条第８項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第

１８条の２に規定する職業紹介事業者が」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

 ８ 平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第８条第１０

項の規定の適用については、同項中「第２８条まで」とあるのは

「第２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号ア中「イ」とある

のは「イ及びウ」と、同号中 

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定め 

る理由により就職が困難な者で、同法第２４条の２第１項第 

２号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該 

当し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するた 

めに必要な職業指導を行うことが適当であると認めるもの 」 

  とあるのは 

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定め 

る理由により就職が困難な者で、同法第２４条の２第１項第 

２号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該 

当し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するた 

めに必要な職業指導を行うことが適当であると認めるもの 

   ウ 特定退職者で、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地 

域内に居住し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促 

進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認め 

るもの（アに該当する者を除く。）           」 

  とする。 

（尼崎市教育職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第２条 尼崎市教育職員の退職手当に関する条例（昭和３５年尼崎市条

例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条の２第４項中「教育委員会」を「尼崎市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）」に改める。 

第４条第１項第３号中「尼崎市教育委員会（以下「」及び「」とい

う。）」を削る。 



議73-3 

第１０条第１項中「教育委員会が」の次に「別に」を加え、同項た

だし書中「減じた」を「減じて得た」に改め、同条第１０項中「に掲

げる」を「のいずれかに該当する」に改め、第３号を第４号とし、第

２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  その者が次のいずれかに該当する場合 

 ア 特定退職者で、雇用保険法第２４条の２第１項各号に掲げる

者に相当する者として教育委員会が別に定める者のいずれかに

該当し、かつ、教育委員会が指導基準（同項に規定する指導基

準をいう。イにおいて同じ。）に照らして再就職を促進するた

めに必要な職業指導（職業安定法（昭和２２年法律第１４１

号）第４条第４項に規定する職業指導をいう。イにおいて同

じ。）を行うことが適当であると認めるもの 

 イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める 

理由により就職が困難な者で、同法第２４条の２第１項第２号

に掲げる者に相当する者として教育委員会が別に定める者に該

当し、かつ、教育委員会が指導基準に照らして再就職を促進す

るために必要な職業指導を行うことが適当であると認めるもの 

第１０条第１１項第５号中「公共職業安定所の」を「公共職業安定

所、職業安定法第４条第８項に規定する特定地方公共団体若しくは同

法第１８条の２に規定する職業紹介事業者が」に改める。 

付則に次の１項を加える。 

 １１ 平成３４年３月３１日以前に退職した教育職員に対する第１０

条第１０項の規定の適用については、同項中「第２８条まで」とあ

るのは「第２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号ア中「イ」

とあるのは「イ及びウ」と、同号中 

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定め 

る理由により就職が困難な者で、同法第２４条の２第１項第 

２号に掲げる者に相当する者として教育委員会が別に定める 

者に該当し、かつ、教育委員会が指導基準に照らして再就職 

を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると 



議73-4 

認めるもの                      」 

  とあるのは 

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定め 

る理由により就職が困難な者で、同法第２４条の２第１項第 

２号に掲げる者に相当する者として教育委員会が別に定める 

者に該当し、かつ、教育委員会が指導基準に照らして再就職 

を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると 

認めるもの 

   ウ 特定退職者で、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地 

域内に居住し、かつ、教育委員会が指導基準に照らして再就 

職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当である 

と認めるもの（アに該当する者を除く。）        」 

  とする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中尼崎市職員

退職手当支給条例（以下「職員退職手当条例」という。）第８条第１

１項第５号の改正規定、第２条中尼崎市教育職員の退職手当に関する

条例（以下「教育職員退職手当条例」という。）第１０条第１１項第

５号の改正規定並びに付則第３項及び第５項の規定は、平成３０年１

月１日から施行する。 

（職員の退職手当に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の職員退職手当条例（以下「改正後の職

員退職手当条例」という。）第８条第１０項（第２号に係る部分に限

り、改正後の職員退職手当条例附則第８項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定は、退職職員（退職した職員（職員退職

手当条例第１条第１項に規定する職員をいう。）をいう。以下同

じ。）で職員退職手当条例第８条第１項第２号に規定する所定給付日

数（以下この項において「所定給付日数」という。）から改正後の職

員退職手当条例第８条第１項に規定する待期日数を減じて得た日数分
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の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法（昭和４９年

法律第１１６号）の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給

付日数に相当する日数分の職員退職手当条例第８条第３項の退職手当

の支給を受け終わった日が平成２９年４月１日（以下「適用日」とい

う。）以後であるものについて適用する。 

３ 退職職員で職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第８項

に規定する特定地方公共団体又は同法第１８条の２に規定する職業紹

介事業者（以下「特定地方公共団体等」という。）の紹介により職業

に就いたものに対する改正後の職員退職手当条例第８条第１１項（第

５号に係る部分に限り、職員退職手当条例第８条第１５項において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定は、当該退職職員が当該紹介

により職業に就いた日が付則第１項ただし書に規定する規定の施行の

日（以下「ただし書施行日」という。）以後である場合について適用

する。 

（教育職員の退職手当に関する経過措置） 

４ 第２条の規定による改正後の教育職員退職手当条例（以下「改正後

の教育職員退職手当条例」という。）第１０条第１０項（第２号に係

る部分に限り、改正後の教育職員退職手当条例付則第１１項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、退職教育職員（退

職した教育職員（教育職員退職手当条例第１条に規定する教育職員を

いう。）をいう。以下同じ。）で教育職員退職手当条例第１０条第１

項第２号に規定する所定給付日数（以下この項において「所定給付日

数」という。）から改正後の教育職員退職手当条例第１０条第１項に

規定する待期日数を減じて得た日数分の同項の退職手当又は同号の規

定の例により雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る

所定給付日数に相当する日数分の教育職員退職手当条例第１０条第３

項の退職手当の支給を受け終わった日が適用日以後であるものについ

て適用する。 

５ 退職教育職員で特定地方公共団体等の紹介により職業に就いたもの

に対する改正後の教育職員退職手当条例第１０条第１１項（第５号に
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係る部分に限り、教育職員退職手当条例第１０条第１５項において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定は、当該退職教育職員が当該

紹介により職業に就いた日がただし書施行日以後である場合について

適用する。 

 

 

 

（説 明） 

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１４号）の

施行に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第７４号 

   尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例の一部を改正する条例 

について 

 尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

  平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例の一部を改正する条例 

尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例（平成２２年尼崎市条例第１９ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「市内に居住する」を「本市内に住所を有する」に改

め、同条第２号中「いう。）」を「いう。以下同じ。）」に、「市内に

居住する」を「本市内に住所を有する」に改め、同条第３号及び第４号

中「市内に居住する」を「本市内に住所を有する」に改める。 

 第３条第２項を削る。 

 第４条第１項中「で規則で定めるもの（以下」を「（以下」に改め、

同条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定により運賃を支払わず、又は乗車券を使用せずに乗合

自動車を利用することができる場合は、これらの規定に規定する者が、

本市の区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域として市長が別に

定める区域を含む。）内に存する停留所において、当該乗合自動車に

乗車し、及び当該乗合自動車から降車する場合に限るものとする。 

 第６条ただし書を削る。 

第７条の見出しを「（特別乗車証の使用等）」に改め、同条中「当該

乗合自動車の乗務員に当該特別乗車証を提示しなければ」を「市長が別

に定めるところに従いこれを使用しなければ」に改め、同条後段を削り、

同条に次の１項を加える。 

２ 被交付者は、その交付を受けた特別乗車証を使用して乗合自動車を

利用する場合において、当該乗合自動車の乗務員から当該特別乗車証

及び身体障害者手帳、療育手帳その他これに相当する書類として規則
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で定める書類、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳で当該被

交付者が交付を受けているものの提示を求められたときは、当該乗務

員にこれらを提示しなければならない。 

第１１条を第１２条とする。 

第１０条の見出し中「返還」を「返還等」に改め、同条第２項中「と

きは、」の次に「これらの者が保有する特別乗車証の使用を停止させる

措置を講じ、又は」を加え、同条を第１１条とし、第９条の次に次の１

条を加える。 

（特別乗車証の再交付） 

第１０条 被交付者は、特別乗車証を紛失し、又は著しく損傷し、若し

くは汚損したときその他規則で定める場合は、規則で定めるところに

より市長に申請して、特別乗車証の再交付を受けることができる。 

２ 被交付者は、前項の規定により特別乗車証の再交付を受けようとす

るときは、規則で定めるところにより、当該再交付に要する費用を負

担しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでな

い。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年３月１日から施行する。ただし、次に掲げ

る規定は、当該号に定める日から施行する。 

   付則第８項の規定 公布の日 

   付則第７項の規定 平成２９年１２月１日 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例（以

下「交付条例」という。）第５条の規定により交付を受けている特別

乗車証（交付条例第１条に規定する特別乗車証をいう。以下同じ。）

については、この条例による改正後の交付条例（以下「改正後の条例」

という。）第４条第１項及び第３項、第７条第１項、第１０条並びに

第１１条第２項の規定は適用せず、この条例による改正前の交付条例

（以下「改正前の条例」という。）第３条第２項、第４条第１項、第
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７条及び第１０条第２項の規定は、平成３０年３月３１日までの間は、

なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第７条中

「ならない。当該乗合自動車の乗務員から特別乗車証の提示を求めら

れたときも、同様とする」とあるのは、「ならない」とする。 

３ 交付条例第５条各号に掲げる者（市長が別に定める者を除く。）は、

その末日を平成３０年３月３１日とする有効期間が定められた単独用

特別乗車証又は介護人付特別乗車証（以下「旧特別乗車証」という。）

の交付を受けることができる。 

４ 前項の規定により旧特別乗車証の交付を受けようとする者は、改正

後の条例第６条の規定の例により、市長に申請しなければならない。 

５ 付則第３項の規定により交付を受けた旧特別乗車証は交付条例第５

条の規定により交付を受けた特別乗車証と、同項の規定により旧特別

乗車証の交付を受けた者は同条の規定により特別乗車証の交付を受け

た者とみなす。 

６ 付則第２項の規定は、前項の規定により交付条例第５条の規定によ

り交付を受けた特別乗車証とみなされた旧特別乗車証及び同項の規定

により同条の規定により特別乗車証の交付を受けた者とみなされた者

について準用する。この場合において、付則第２項中「第３条第２項、

第４条第１項」とあるのは、「第４条第１項」と読み替えるものとす

る。 

（準備行為） 

７ 改正後の条例第６条の規定による特別乗車証（改正後の条例第３条、

第４条、第７条、第１０条及び第１１条の規定の適用を受けるものを

いう。）の交付の申請は、この条例の施行前においても行うことがで

きる。 

（委任） 

８ 付則第２項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に

ついて必要な経過措置は、市長が定める。 
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（説 明） 

  特別乗車証のＩＣカード化を行うため、条例改正が必要であること

から、本案を提出する。 
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議案第７５号 

尼崎市公営企業の設置等に関する条例について 

 尼崎市公営企業の設置等に関する条例を次のように制定する。 

平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市公営企業の設置等に関する条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以

下「法」という。）第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２

７年政令第４０３号）第１条第２項の規定に基づき尼崎市下水道事業

（以下「下水道事業」という。）及び尼崎市モーターボート競走事業

（以下「モーターボート競走事業」という。）に対する法の適用につ

いて定めるとともに、法第４条、第７条ただし書及び第１４条の規定

に基づき尼崎市水道事業（以下「水道事業」という。）、尼崎市工業

用水道事業（以下「工業用水道事業」という。）、下水道事業及びモ

ーターボート競走事業（以下「公営企業」という。）の設置、経営の

基本、管理者及び組織について必要な事項を定めるものとする。 

（法の適用） 

第２条 下水道事業及びモーターボート競走事業には、法の規定の全部

を適用する。 

（設置） 

第３条 市民の生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置

する。 

２ 本市における地盤沈下の防止及び工業の健全な発達に必要な工業用

水の供給を行うため、工業用水道事業を設置する。 

３ 市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共

用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。 

４ 市の施策の実施に要する経費の財源を確保し、もって市財政の健全

な運営を図るため、モーターボート競走事業を設置する。 

（経営の基本） 
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第４条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福

祉を増進するように経営されなければならない。 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

  給水区域 本市の区域内 

  １日最大給水量 ３２１，７５０立方メートル 

３ 工業用水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

  給水区域 本市の区域内 

  １日最大給水量 １７０，０００立方メートル 

４ 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

  排水区域 本市の区域内 

  １日最大処理能力 ３４３，０００立方メートル 

５ モーターボート競走事業は、モーターボート競走法（昭和２６年法

律第２４２号）その他関係法令の規定に基づき経営されるものとする。 

（管理者） 

第５条 公営企業の各事業を通じて尼崎市公営企業管理者（以下「管理

者」という。）１人を置く。 

（組織） 

第６条 管理者の権限に属する事務を処理させるため、尼崎市公営企業

局を置く。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（尼崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例等の廃止） 

２ 次の各号に掲げる条例は、廃止する。 

  尼崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（昭和

４１年尼崎市条例第４２号） 

  尼崎市下水道事業の設置等に関する条例（平成元年尼崎市条例第

１６号） 

  尼崎市モーターボート競走事業の設置等に関する条例（平成２８

年尼崎市条例第２０号） 
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（説 明） 

  水道事業、工業用水道事業、下水道事業及びモーターボート競走事

業を所掌する公営企業部局の組織統合等を行うため、条例制定が必要

であることから、本案を提出する。 

 





 

 その他 





議76 

議案第７６号 

   工事請負契約の変更について 

 （仮称）南部保健福祉センター整備工事請負契約の変更契約を次のと

おり締結するため、議決を求める。 

  平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的    （仮称）南部保健福祉センター整備工事請負契 

約の変更のため 

２ 契約の内容    工事場所 尼崎市竹谷町２丁目１８３番地 

           工事概要 出屋敷リベル５階駐車場内装等改修

工事 

３ 変更後の契約金額 ４１２，９２１，８００円 

４ 契約の相手方   尼崎市道意町３丁目１番地 

            株式会社三田工務店 

             代表取締役 三 田 恭 男 

 

 

 

（説 明） 

 平成２９年３月２日に議決された（仮称）南部保健福祉センター整

備工事の設計変更に伴う工事請負契約の変更契約を締結するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、本案を提出する。 
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（参 考） 

Ⅰ 工事概要 

種 別 内                容 

建 築 

（仮称）南部保健福祉センター整備工事 

出屋敷リベル  鉄骨鉄筋コンクリート造り 

５階施工面積  ３，５０７．５７平方メートル 

（主な諸室） 

窓口スペース、待合スペース、執務スペース、面接室、

予診室、診察室、計測室、集団指導室、個別指導室、

授乳室、プレイルーム、ベビーカー置場、精神グルー

プ室、栄養室、多目的室、会議室、多目的トイレ 

 今回変更内容 

  平成２９年３月からの労務・材料等単価の適用 

 

Ⅱ 変更前契約 

１ 契約の目的  （仮称）南部保健福祉センター整備工事請負のた 

         め 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市竹谷町２丁目１８３番地 

          工事概要 出屋敷リベル５階駐車場内装等改修工

事 

３ 契約の方法  一般競争入札 

４ 契約の金額  ４１２，５６０，０００円 

５ 契約の相手方 尼崎市道意町３丁目１番地 

           株式会社三田工務店 

            代表取締役 三 田 恭 男 
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議案第７７号 

   工事請負契約の変更について 

 （仮称）南部保健福祉センター整備工事のうち電気設備工事請負契約

の変更契約を次のとおり締結するため、議決を求める。 

  平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的    （仮称）南部保健福祉センター整備工事のうち  

電気設備工事請負契約の変更のため 

２ 契約の内容    工事場所 尼崎市竹谷町２丁目１８３番地 

           工事概要 電気設備工事 

３ 変更後の契約金額 １７０，９６８，３２０円 

４ 契約の相手方   尼崎市西難波町２丁目４番２７号 

            株式会社小川電設 

             代表取締役 小 川  元 

 

 

 

（説 明） 

 平成２９年３月２日に議決された（仮称）南部保健福祉センター整

備工事のうち電気設備工事の設計変更に伴う工事請負契約の変更契約

を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、本案を提出する。 



議77-2 

（参 考） 

Ⅰ 工事概要 

種 別 内                容 

電 気 

電気設備工事 

受変電設備工事               一式 

幹線設備工事                一式 

動力設備工事                一式 

電灯・コンセント設備工事          一式 

弱電設備工事                一式 

 今回変更内容 

  平成２９年３月からの労務・材料等単価の適用 

 

Ⅱ 変更前契約 

１ 契約の目的  （仮称）南部保健福祉センター整備工事のうち電  

気設備工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市竹谷町２丁目１８３番地 

          工事概要 電気設備工事 

３ 契約の方法  一般競争入札 

４ 契約の金額  １７０，２０８，０００円 

５ 契約の相手方 尼崎市西難波町２丁目４番２７号 

           株式会社小川電設 

            代表取締役 小 川  元 

 



議78 

議案第７８号 

   工事請負契約の変更について 

 （仮称）南部保健福祉センター整備工事のうち機械設備工事請負契約

の変更契約を次のとおり締結するため、議決を求める。 

  平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的    （仮称）南部保健福祉センター整備工事のうち  

機械設備工事請負契約の変更のため 

２ 契約の内容    工事場所 尼崎市竹谷町２丁目１８３番地 

           工事概要 機械設備工事 

３ 変更後の契約金額 ２０９，６１８，２８０円 

４ 契約の相手方   尼崎市稲葉荘３丁目５番１０号  

            株式会社田中水道工業所  

             代表取締役 水 杉  栄  

 

 

 

（説 明） 

 平成２９年３月２日に議決された（仮称）南部保健福祉センター整

備工事のうち機械設備工事の設計変更に伴う工事請負契約の変更契約

を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、本案を提出する。 



議78-2 

（参 考） 

Ⅰ 工事概要 

種 別 内                容 

機 械 

機械設備工事 

空気調和設備工事              一式 

給排水衛生設備工事             一式 

撤去工事                  一式 

 今回変更内容 

  平成２９年３月からの労務・材料等単価の適用 

 

Ⅱ 変更前契約 

１ 契約の目的  （仮称）南部保健福祉センター整備工事のうち機  

械設備工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市竹谷町２丁目１８３番地 

          工事概要 機械設備工事 

３ 契約の方法  一般競争入札 

４ 契約の金額  ２０８，１８０，８００円 

５ 契約の相手方 尼崎市稲葉荘３丁目５番１０号 

           株式会社田中水道工業所 

            代表取締役 水 杉  栄 

 



議79 

議案第７９号 

   工事請負契約の変更について 

 （仮称）北部保健福祉センター整備工事請負契約の変更契約を次のと

おり締結するため、議決を求める。 

  平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的    （仮称）北部保健福祉センター整備工事請負契 

約の変更のため 

２ 契約の内容    工事場所 尼崎市南塚口町２丁目１番１号 

           工事概要 塚口さんさんタウン１番館５階及び

６階内装等改修工事 

３ 変更後の契約金額 ２７２，４５５，９２０円 

４ 契約の相手方   尼崎市道意町３丁目１番地  

            株式会社三田工務店  

             代表取締役 三 田 恭 男  

 

 

 

（説 明） 

 平成２９年３月２日に議決された（仮称）北部保健福祉センター整

備工事の設計変更に伴う工事請負契約の変更契約を締結するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、本案を提出する。 



議79-2 

（参 考） 

Ⅰ 工事概要 

種 別 内                容 

建 築 

（仮称）北部保健福祉センター整備工事  

塚口さんさんタウン１番館 鉄骨鉄筋コンクリート造 

５階施工面積  １，８５９．９７平方メートル 

６階施工面積  １，１４１．６８平方メートル 

（主な諸室） 

窓口スペース、待合スペース、執務スペース、面接室、

予診室、診察室、計測室、集団指導室、個別指導室、

授乳室、プレイルーム、ベビーカー置場、精神グルー

プ室、栄養室、多目的室、会議室、多目的トイレ 

今回変更内容 

平成２９年３月からの労務・材料等単価の適用 

 

Ⅱ 変更前契約 

１ 契約の目的  （仮称）北部保健福祉センター整備工事請負のた  

         め 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市南塚口町２丁目１番１号 

          工事概要 塚口さんさんタウン１番館５階及び６

階内装等改修工事 

３ 契約の方法  一般競争入札 

４ 契約の金額  ２７２，１６０，０００円 

５ 契約の相手方 尼崎市道意町３丁目１番地  

           株式会社三田工務店  

            代表取締役 三 田 恭 男  

 

 

 

 



議80 

議案第８０号  

   工事請負契約について  

 大庄支所・地区会館複合施設新築工事請負契約を次のとおり締結する

ため、議決を求める。  

  平成２９年９月１２日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  大庄支所・地区会館複合施設新築工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市大島３丁目１５３番地の４  

         工事概要 新築工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ６２０，７８４，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市玄番南之町４番地  

          株式会社柄谷工務店  

           代表取締役 柄 谷 順 一 郎  

 

 

 

（説 明）  

  大庄支所・地区会館複合施設新築工事を施行するため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、本案を提出する。  



議80-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

大庄支所・地区会館複合施設新築工事  

鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟 

 延べ面積  ２，４１３．５５平方メートル  

付属棟  

 鉄筋コンクリート造り 平屋建て １棟  

延べ面積  ６３．０１平方メートル  

駐輪場  

 アルミ製 平屋建て ２棟  

延べ面積  ６９．０８平方メートル  

外構工事  

 植栽工事  

 

 



議81 

議案第８１号  

   工事請負契約について  

 大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち電気設備工事請負契約を

次のとおり締結するため、議決を求める。  

  平成２９年９月１２日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち電気設

備工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市大島３丁目１５３番地の４  

         工事概要 電気設備工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １９３，３２０，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市西難波町２丁目４番２７号  

          株式会社小川電設  

           代表取締役 小 川  元  

 

 

 

（説 明）  

 大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち電気設備工事を施行す

るため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、本案を提出する。  



議81-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

電 気  

電気設備工事  

  屋内電気設備工事              一式  

  屋外電気設備工事              一式  

  付属棟電気設備工事             一式  

 

 

 

 

 



議82 

議案第８２号  

   工事請負契約について  

 大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち機械設備工事請負契約を

次のとおり締結するため、議決を求める。  

  平成２９年９月１２日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち機械設

備工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市大島３丁目１５３番地の４  

         工事概要 機械設備工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １７５，５００，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市椎堂１丁目２番６号  

          三協設備株式会社  

           代表取締役 永 井 俊 彦  

 

 

 

（説 明）  

 大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち機械設備工事を施行す

るため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、本案を提出する。  



議82-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

機 械  

機械設備工事  

  衛生器具設備工事              一式  

  給水設備工事                一式  

  排水設備工事                一式  

  給湯設備工事                一式  

  消火設備工事                一式  

  空気調和設備工事              一式  

  換気設備工事                一式  

 

 

 

 

 







 

議84 

議案第８４号 

平成２８年度尼崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分 

について 

平成２８年度尼崎市下水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次のと

おり処分するため、議決を求める。 

平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 当年度未処分利益剰余金   ４，４２８，３４０，２８５円 

２ 処 分 方 法 及 び 処 分 額 

   建設改良積立金の積立て   １，６９６，７８０，９０４円 

   資 本 金 へ の 組 入 れ   ７３１，５５９，３８１円 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 





 

議85 

議案第８５号 

平成２８年度尼崎市水道事業会計未処分利益剰余金の処分に 

ついて 

平成２８年度尼崎市水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次のとお

り処分するため、議決を求める。 

平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 当年度未処分利益剰余金   １，９３８，５２４，０５７円 

２ 処 分 方 法 及 び 処 分 額 

   建設改良積立金の積立て   １，１６６，２０２，７４０円 

   資 本 金 へ の 組 入 れ   ７７２，３２１，３１７円 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 





 

議86 

議案第８６号 

平成２８年度尼崎市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の 

処分について 

平成２８年度尼崎市工業用水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次

のとおり処分するため、議決を求める。 

平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 当年度未処分利益剰余金   １，０９４，７２０，０４７円 

２ 処 分 方 法 及 び 処 分 額 

   建設改良積立金の積立て   ２９９，８７４，１１９円 

   資 本 金 へ の 組 入 れ   １２７，０４２，１７９円 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 





 

議87 

議案第８７号 

平成２８年度尼崎市モーターボート競走事業会計未処分利益 

剰余金の処分について 

平成２８年度尼崎市モーターボート競走事業会計に係る未処分利益剰

余金を次のとおり処分するため、議決を求める。 

平成２９年９月１２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 当年度未処分利益剰余金  １１，５４３，４９０，０３０円 

２ 処 分 方 法 及 び 処 分 額  

   利 益 積 立 金 の 積 立 て  １，２７９，３９５，１０６円 

   建設改良積立金の積立て  ３，３２２，７６５，３５３円 

   他 会 計 へ の 繰 出 し    １２０，０００，０００円 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 




